
申込日　　　　　年　　　月　　　日

納 税（ 入 ）
義 務 者
（ 納 税 管 理 人・
相 続 代 表 人 ）

住 所
電　　話　　番　　号

自宅
携帯フ リ ガ ナ

氏 名 ※国民健康保険税は、世帯主が納税義務者です。

口座名義人

住 所
口座届出印

フ リ ガ ナ

口座名義人

金融機関
※ゆうちょ
　銀行以外

金　融　機　関　名 支店・出張所名
銀行・信用金庫
信用組合・農協

本店・支店
出張所

金融機関コード 支店等コード 預金種目 口座番号（右づめ記入）
1．普　　通
2．当　　座
3．納税準備

科　　　目 通知書番号 届出区分 振替（払込）方法・開始希望時期
市県民税（普通徴収） 新規 ・ 変更 ・ 解約 1. 期別  年度　　　期～ 2. 前納　　　　年度１期～

固定資産税・都市計画税
（共有名義外　　   名）※１ 新規 ・ 変更 ・ 解約 1. 期別  年度　　　期～ 2. 前納　　　　年度１期～

固定資産税・都市計画税
（共有名義外　  　名）※１ 新規 ・ 変更 ・ 解約 1. 期別  年度　　　期～ 2. 前納　　　　年度１期～

軽 自 動 車 税 ※2 新規 ・ 変更 ・ 解約 1.  年度～

水 利 地 益 税 新規 ・ 変更 ・ 解約 1. 期別  年度　　　期～

国 民 健 康 保 険 税 新規 ・ 変更 ・ 解約 1. 期別  年度　　　期～

介 護 保 険 料 ※3 新規 ・ 変更 ・ 解約 1. 期別  年度　　　期～

後期高齢者医療保険料 新規 ・ 変更 ・ 解約 1. 期別  年度　　月期～

下水道受益者負担金 新規 ・ 変更 ・ 解約 1. 期別　　　2. 1年度一括　　　3. 本年度以降一括

特定環境下水負担金 新規 ・ 変更 ・ 解約 1. 期別　　　2. 1年度一括　　　3. 本年度以降一括

上 水 道 料 金
下 水 道 使 用 料 新規 ・ 変更 ・ 解約 1. 期別  年　　　月～

郵 送 専 用
ダウンロード専用

取扱金融機関　御中

羽島市に納める市税等について、下記の口座から振替納付したいので、約定を確認のうえ本書より依頼します。

金融機関使用欄
（記載不備返却理由）
1.　預貯金取引なし
2.　記載事項等相違

店　　名
預貯金種目
口座番号
口座名義

3.　印鑑相違
4.　その他

証
印

印
鑑
照
合

受
付

記
帳

取扱店日付印

印影が不鮮明な場合は再度
押印してください。

羽島市税等口座振替（新規・変更・解約）依頼書

口座振替の申込期限
口座振替を希望される期の納期限40日前までにお申し込みください。（なお、記載不備等の理由で振替開始時期
が遅れる場合がありますのであらかじめご了承願います。）
注意事項
※1 　共有名義になっている場合は共有者の人数を外　名で記入してください。なお、共有代表者からの依頼の
場合のみ振替の対象となります。

※2　軽自動車を複数台所有されている場合はすべてが対象になります。
※3　介護保険料の通知書番号欄には、被保険者番号を記入してください。

約定
  1　振替日は、各科目の納期限の日とします。
  2　市税等の納付書が羽島市から貴店に送付されたときには、私に通知することなくその納付書に記載された金額を

払い出し羽島市に納付してください。
  3　預貯金の支払いの手続きについては、貴店の約定にかかわらず、小切手の提出または支払請求書の提出などいた

しませんから貴店所定の方法で処理してください。
  4　指定口座の残高が振替日において納付額に満たないときは、私に通知することなく当該納付書を羽島市に返却さ

れても異議ありません。
  5　この口座振替を変更・解約するときは、貴店ならびに市役所に連絡します。なお、連絡がなく長期間にわたり羽

島市から納税（入）の請求がないとき、又は、預貯金不足等のため連続して振替がされないときは、私に通知する
ことなく解約されても異議ありません。

  6　納税（入）義務者に係る過誤納金の還付については、上記口座への振込みを承諾します。
  7　前納で振替した後に、納付額が生じたときは、前納の依頼であっても期別で振替してください。
  8　前納の依頼で預貯金不足等により振替できないときは、次期納期分から当該年度に限り期別で振替してください。
（ただし、翌年度は前納で振替してください。）

  9　口座振替処理をされた納付金について、領収書は発行されなくても差し支えありません。
10　この取扱いについて、万一紛議が生じても貴店にご迷惑をかけません。

羽島市受付印

※この依頼書は、羽島市提出用であり、金融機関では受付できません。


